
○玉名市補助金等交付規則 

平成１７年１０月３日 

規則第４０号 

改正 平成１８年７月３１日規則第６４号 

平成２６年１２月２５日規則第２５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例

及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等

に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この規則において「補助金等」とは、市が市以外のものに対して交付する

次に掲げるものをいう。 

(1) 補助金（助成金、交付金及び奨励金を含む。） 

(2) 利子補給金（別に定めるものを除く。） 

２ この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は

事業をいう。 

３ この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行うものをいう。 

（交付の申請） 

第３条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、次の各号に掲げる書類を付

した補助金等交付申請書（様式第１号）を、市長に提出しなければならない。 

(1) 事業計画書 

(2) 当該年度収支予算書（様式第２号）又はこれに代わる書類 

(3) 規約、定款、会則その他事業実施に関する重要な諸規定 

２ 前項に定める申請書は、補助金等の交付の対象となる補助事業等の実施前に市

長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 



第４条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業等の目的及び内容が適正

であると認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。 

２ 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助

金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付の決定をすることができる。 

（決定の通知） 

第５条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに

条件を付した場合にはその条件を補助金等交付決定通知書（様式第３号）により

補助事業者に通知するものとする。 

（計画変更の申請等） 

第６条 補助事業者は、次の各号に該当する場合には延滞なく補助金等変更申請書

（様式第４号）に第３条第１項各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承

認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。 

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。 

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。 

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の

遂行が困難となったときは、延滞なく市長に報告しその指示を受けなければなら

ない。 

３ 市長は、第１項の申請書の提出があった場合又は前項の報告があった場合には、

補助金等交付取消・変更通知書（様式第５号）により、交付の決定を取り消し、

又は変更することができる。 

（関係書類の整備） 

第７条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにした書類等を常に

整備しておかなければならない。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは、３０日以内に次に掲げる書



類を付した補助金等実績報告書（様式第６号）を市長に提出しなければならない。 

(1) 事業実施報告書 

(2) 収支決算書（様式第２号）又はこれに代わる書類 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（平２６規則２５・一部改正） 

（補助金等の交付） 

第９条 補助金等は、前条の規定により報告のあった内容について審査し、補助事

業等の成果が補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたと

きは、補助事業等の終了後（補助事業等が継続して行われている場合は、各年度

終了後）に交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業等の性質上その事業の終了前又は年度途中

に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することが

できる。 

３ 補助事業者は、第１項の補助金等を請求するときは、請求書に補助金等交付決

定通知書の写しを添えて請求しなければならない。 

（補助金等の返還） 

第１０条 市長は、補助事業者が補助事業等に関して次の各号に該当すると認める

ときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規

則に基づく市長の指示に違反したとき。 

(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。 

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。 

(4) 第９条第１項の規定による審査の結果、第４条の規定により決定した補助金

等の額が補助事業等に要した経費の額（自己負担金その他の補助金等以外の収

入がある場合は、当該自己負担金その他の補助金等以外の収入を控除した額）

を超えることが判明したとき。 

２ 前項の場合において、取消しの部分について既に補助金等の交付がされている



ときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。ただし、市長がやむを

得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

（平２６規則２５・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年１０月３日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の玉名市補助金、助成金交付取扱規

則（昭和４８年玉名市規則第１２号）、岱明町補助金等交付規則（昭和５９年岱

明町規則第３号）、横島町単独事業等補助金交付要綱（平成１２年横島町告示第

３１号）又は天水町補助金交付規則（昭和５６年天水町規則第１号）の規定によ

りなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなさ

れたものとみなす。 

附 則（平成１８年７月３１日規則第６４号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２５日規則第２５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の玉名市補助金等交付規則の規定は、平成２７年４月１日以後の申請に

係る補助金等について適用し、同日前の申請に係る補助金等については、なお従

前の例による。 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条、第８条関係） 

（平２６規則２５・一部改正） 

様式第３号（第５条関係） 

（平１８規則６４・一部改正） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第６条関係） 

様式第６号（第８条関係） 

（平１８規則６４・一部改正） 

 


